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熊本県告示第１００２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンター雅 

荒尾市万田２００４番地 

有限会社荒尾介護システ

ム 

平成２１年１０月２６

日 
 

 
熊本県告示第１００３号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンター雅 

荒尾市万田２００４番地 

有限会社荒尾介護システ

ム 

平成２１年１０月２６

日 
 

 
熊本県告示第１００４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

まごころケアプランサービス 有限会社一光工業 平成２１年１１月１日

第１１８５６号 

平成 21 年 11 月 6 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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玉名郡長洲町宮野１２９８番地１

７ 

  

 
 
熊本県告示第１００５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス梶尾の家 

熊本市梶尾町１１３２番地２ 

株式会社さんらいと 平成２１年１１月１日

 
 
熊本県告示第１００６号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第７条第１項の規定により
少年に有害な興行として平成２１年１０月２７日次のように指定したので、同条第２項の
規定により公示する。 
    平成２１年１１月６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

  種 別      題       名 指  定  理 由

有害指定 

映画 

   

 

義母かあさんと半熟息子（新日本） 

獣の交わり 天使とやる（オーピー） 

ストリッパー～愛欲の日々～（オーピー） 

愛人熟女 肉隷従縄責め（オーピー） 

団地妻 秘セックスライフ（新東宝） 

痴漢電車 極秘本番（新東宝） 

艶会コンパニオン いけない濃厚接待（オーピー） 

好きもの家系 とろけて濡れる（オーピー） 

肉の陶酔 みだれた令嬢（オーピー） 

  著しく性的感

情を刺激し、少

年の健全な育成

を阻害するおそ

れがある。 

 
 
熊本県告示第１００７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により指定介護療養型医療施
設の指定の辞退があったので、同法第１１５条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

施設の名称及び開設の場所 開設者の名称 指定を辞退する日 

山地外科胃腸科医院 

上益城郡嘉島町上島２４９１ 

医療法人社団 五代会 平成２１年８月１日 

 
 
熊本県告示第１００８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

けあらーず薬園 指定訪問介護事

業所 

熊本市薬園町１２番５号ライフサ

ポートマンション薬園１０２号室 

株式会社セラム 平成２１年１１月１日

 

 
 
熊本県告示第１００９号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
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サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２１年１１月６日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

けあらーず薬園 指定訪問介護事

業所 

熊本市薬園町１２番５号ライフサ

ポートマンション薬園１０２号室 

株式会社セラム 平成２１年１１月１日

 

 
 
熊本県告示第１０１０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１１月６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市宮地岳町字宝前２９８２番３、２９８６番１、２９ 
 ９０番 
２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第５７５号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年１１月６日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  上益城郡甲佐町大字西寒野 

（一般国道４４３号日和瀬橋横（緑川左岸）） 
  旧日和瀬橋撤去に伴う発生鋼材 ９２．１トン 
２ 入札期日 
  平成２１年１１月１６日（月） 午前１０時００分 
３ 入札場所 
  上益城郡山都町下馬尾２６５番地 熊本県上益城地域振興局土木部 大会議室 
４ 入札の方法 
    落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の５パーセントに相当 
 する額を加算した金額（当該金額に１円未満があるときは、その端数金額を切り捨てる 
 ものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 
 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分 
 の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
５ 入札保証金 
  本入札に参加しようとする者は、契約希望金額の１００分の５以上の金額を入札保証 
 金として納入するものとする。この場合において、納入は、現金又は契約担当者が確実 
 と認める金融機関が振り出し、若しくは支払保証をした小切手（振り出しの日から７日 
 を経過していないもの）により行わなければならない。契約担当者が確実と認める金融 
 機関とは、熊本（４３０１）手形交換所加盟金融機関のこと。なお、落札者が契約を締 
 結しないときは、入札保証金は、熊本県に帰属する。 
６ 開札期日 
    入札終了後即時 
７ 契約保証金 
  契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保 
 証金として納入するものとする。この場合において、納入は、熊本県が発行する納入通 
 知書により払い込み、その写しを提出しなければならない。 
８ 入札参加資格 
  次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 

 公  告 
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 (１) 本入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
９ 入札参加申込書 
  本入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
  提出方法 持参又は郵送による 
  提出期限 平成２１年１１月１３日（金） 午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  提出先 上益城郡山都町下馬尾２６５番地 熊本県上益城地域振興局土木部土木総務 
      課 
１０ 入札に参加しようとする者は、９の入札参加申込書のほか次に掲げる書類を提出し 
 なければならない。 
  (１) 個人の場合 印鑑証明書 
 (２) 法人の場合 印鑑証明書 
 (３) 代理人を入札に参加させる場合 （１）又は（２）に掲げる書類、及び委任状 
１１ その他 
 (１) 契約締結期限 平成２１年１１月２０日（金） 
 (２) 売買代金納入期限 契約書により指定する 
 (３) 鋼材の搬出期限 契約書により指定する 
  (４) 物件の数量を契約書に定めるとおり計量し、数量の変更があった場合、変更契約 
   締結等の手続きを行うものとする。 
 (５) 契約締結場所 上益城郡山都町下馬尾２６５番地 熊本県上益城地域振興局土木 
   部土木総務課  
 (６) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）等を承知のうえ入札するものとする 
  (７) 問い合わせ先 
    熊本県上益城地域振興局土木部土木総務課（電話０９６７－７２－１１０１内線 
   ５０） 

 
 
熊本県公告第５７６号 
  合志市に事務所を置く合志町土地改良区理事長秋吉不二雄から平成２１年１０月１３日
付けで申請のあった定款変更については、平成２１年１０月２９日付けで認可したので、
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第３項の規定により公告する。 
    平成２１年１１月６日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

 
 
熊本県公告第５７７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１１月６日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市須屋字七ツ石２９６９番２１ 
３９０．３４平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
合志市須屋２９３１番地 
松本 亀雄 

 
 
熊本県公告第５７８号 
 八代市に事務所を置く麦島土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の届出が
あったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公
告する。 
  平成２１年１１月６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

役職名   氏   名   住  所 

退任 

理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 

 田島 幹雄 

 宇野 武生 

 上田 隆行 

 吉田 文男 

 

 八代市古城町１６９５番地 

 八代市中北町３００６番地 

 八代市古城町１５５７番地 

 八代市中北町３０３１番地 
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 理事 

 監事 

 監事 

 監事 

就任 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 監事 

 監事 

 監事 

 清田 隆一 

 多田 浩一 

 川上 健一 

 村井 道勝 

 

 田島 幹雄 

 村井 道勝 

 上田 隆行 

 清田 隆一 

 斎藤 為男 

 吉田 寛実 

 多田 浩一 

 川上 健一 

 八代市古城町２２９７番地の１ 

 八代市中北町３３１８番地の７ 

 八代市古城町１５６１番地の１ 

 八代市中北町３１４１番地 

 

 八代市古城町１６９５番地 

 八代市中北町３１４１番地 

 八代市古城町１５５７番地 

 八代市古城町２２９７番地の１ 

 八代市中北町３００６番地の４ 

 八代市中北町２９９５番地 

 八代市中北町３３１８番地の７ 

 八代市古城町１５６１番地の１ 
 
 
 
 
 
熊本県収用委員会公告第６号 
   公 示 送 達 
 熊本県葦北郡芦北町大字花岡字宇土１３８番５７、熊本県葦北郡芦北町大字花岡字古東
泉寺２３６番５の土地所有者 

（１）登記名義人（亡）井上サツの法定相続人 
  氏名不詳（持分１５５分の１） 
  存否不明 

（２）西福次（持分１５５分の１） 
存否不明 

（３）城戸敏之（持分１５５分の１） 
居所不明 

（４）前川清太郎（持分１５５分の１） 
存否不明 

（５）山本鎌平（持分１５５分の１） 
存否不明 

（６）元村善平（持分１５５分の１） 
存否不明 

（７）内山用作（持分１５５分の１） 
存否不明 

（８）川上冨吉（持分１５５分の１） 
存否不明 

（９）川口増太（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１０）城戸初次（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１１）掛橋安吉（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１２）山本文藏（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１３）山口誠（持分２４，８００分の３） 
居所不明 

（１４）杉下吾藏（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１５）野下ナカ（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１６）田口春雄（持分１００，４４０分の１） 
居所不明 
ただし住民票上の住所 
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦６００番地４３棟 

（１７）柴文夫（持分１，８６０分の１） 
居所不明 
ただし住民票上の住所 
兵庫県芦屋市若葉町５番２－１１４３ 

（１８）冨野寅太（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１９）杉村忠次（持分１５５分の１） 

 登載依頼 
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存否不明 
（２０）登記名義人（亡）大谷乙松の法定相続人 

   氏名不詳（持分１５５分の１） 
   存否不明 

（２１）野勢トメ（持分１５５分の１） 
存否不明 

（２２）光永松平（持分１５５分の１） 
存否不明 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定に基づき上記の者に送
達すべき下記裁決書は、当収用委員会事務局（熊本県土木部用地対策課内）において保管
してあるので、出頭のうえその交付を受けてください。 
                  記 
 平成２１年１０月２６日付け熊収第１３６号の裁決書（一般国道３号改築工事（南九州
西回り自動車道（２０工区）「日奈久芦北道路」新設工事・熊本県葦北郡芦北町田浦字大
丸地内から同町花岡字伊徳庵地内まで）並びにこれに伴う農業用道路及び準用河川付替工
事に係る土地収用案件（熊収２０第７号、第８号案件）の裁決書） 
 （注意）上記裁決書を受領しないときは、平成２１年１１月２０日をもって当該裁決書
の送達があったものとみなされます。 
  平成２１年１１月６日 
                    熊本県収用委員会会長 塚 本 侃     

 
 
熊本県収用委員会公告第７号 
   公 示 送 達 
 熊本県葦北郡芦北町大字花岡字宇土１３８番５１の土地所有者 

（１）登記名義人（亡）井上サツの法定相続人 
  氏名不詳（持分１５５分の１） 
  存否不明 

（２）西福次（持分１５５分の１） 
存否不明 

（３）城戸敏之（持分１５５分の１） 
居所不明 

（４）前川清太郎（持分１５５分の１） 
存否不明 

（５）山本鎌平（持分１５５分の１） 
存否不明 

（６）元村善平（持分１５５分の１） 
存否不明 

（７）内山用作（持分１５５分の１） 
存否不明 

（８）川上冨吉（持分１５５分の１） 
存否不明 

（９）川口増太（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１０）城戸初次（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１１）掛橋安吉（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１２）山本文藏（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１３）山口誠（持分２４，８００分の３） 
居所不明 

（１４）杉下吾藏（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１５）野下ナカ（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１６）田口春雄（持分１００，４４０分の１） 
居所不明 
ただし住民票上の住所 
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦６００番地４３棟 

（１７）柴文夫（持分１，８６０分の１） 
居所不明 
ただし住民票上の住所 
兵庫県芦屋市若葉町５番２－１１４３ 

（１８）冨野寅太（持分１５５分の１） 
存否不明 

（１９）杉村忠次（持分１５５分の１） 
存否不明 
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（２０）登記名義人（亡）大谷乙松の法定相続人 
   氏名不詳（持分１５５分の１） 
   存否不明 

（２１）野勢トメ（持分１５５分の１） 
存否不明 

（２２）光永松平（持分１５５分の１） 
存否不明 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定に基づき上記の者に送
達すべき下記裁決書は、当収用委員会事務局（熊本県土木部用地対策課内）において保管
してあるので、出頭のうえその交付を受けてください。 
                  記 
 平成２１年１０月２６日付け熊収第１３７号の裁決書（一般国道３号改築工事（南九州
西回り自動車道（２０工区）「日奈久芦北道路」新設工事・熊本県葦北郡芦北町田浦字大
丸地内から同町花岡字伊徳庵地内まで）並びにこれに伴う農業用道路及び準用河川付替工
事に係る土地収用案件（熊収２０第９号、第１０号案件）の裁決書） 
 （注意）上記裁決書を受領しないときは、平成２１年１１月２０日をもって裁決書の送
達があったものとみなされます。 
  平成２１年１１月６日 
                    熊本県収用委員会会長 塚 本  侃    
 


